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法 令 名 ： 酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て

等の規制等に関する条例

根 拠 条 項 ： 第10条

処 分 の 概 要 ： 酒類提供等営業を営む者に対する営業停止命令

原権者（委任先） ： 愛知県公安委員会

法 令 の 定 め ：

処 分 基 準 ：

別紙「酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に

関する条例に基づく指示及び営業停止命令の基準」のとおり

問 い 合 わ せ 先 ： 愛知県警察本部生活安全部保安課行政処分係

（電話052-951-1611 内線3188）

備 考 ：


